
被災地応援職員の派遣に係る時間外勤務手当について 

 

総務課 

 

１ 事業概要 

７月豪雨で甚大な被害を受けた被災地に応援職員を派遣しました。 

土曜日及び日曜日、平日の時間外勤務があり、予備費から予算を充用しました。 

 

 

２ 派遣の詳細 

 （１）７月豪雨（広島県） 

   ○派 遣 先 広島県呉市 

   ○派遣期間 ７月２１日（土）から８月５日（日）まで 

   ○派遣職員 

 第１陣（７月２１日から２５日まで） 

・総 務 課 課長補佐 住吉康弘 

・上下水道課 主  事 入江佳吾 

 

第２陣（７月２９日から８月２日まで） 

・町民生活課 主  任 荒井猛 

・税 務 課 主  事 西村蓮 

 

第３陣（８月２日から５日まで） 

  ・上下水道課 主  事 池本貴生 

・税 務 課 主  事 田口彩 

 

   ○従事内容 住家の被害認定業務 

 

 

 （２）７月豪雨（岡山県） 

   ○派 遣 先 岡山県倉敷市 

   ○派遣期間 ７月２２日（日）から２５日（水）まで 

   ○派遣職員 総務課 主事 福田真幸 

   ○従事内容 避難所運営支援業務 

 

 

３ 予備費からの充用額  111,357 円（時間外勤務手当） 



公共施設等総合管理計画に係る個別施設計画の策定について 

(無作為抽出方式の導入) 

                         

総 務 課 

 

１ 個別施設計画の策定方法について 

公共施設等総合管理計画に係る個別施設計画については、平成 32 年度末までに策定

するよう国より要請が行われている。 

琴浦町では、本年度、「ふなのえこども園・成美地区公民館複合化施設」に係る個別

施設計画の策定をすることとしていたが、「直営による全施設の個別施設計画の策定」

及び「無作為抽出方式による住民意見」を取り入れた策定を行うよう 9 月補正にて必

要経費の予算組み替えを行う。 

 

２ 無作為抽出による住民参加とその効果 

「無作為抽出方式」とは、従来の委員などの選定方法である「公募方式」、「推薦・

充て職方式」とは異なり、無作為で抽出した住民に案内を送付し、その中の希望者が

行政の取り組みに参加する方法である。 

 

無作為で委員等を抽出するため行政と接点の少なかった人など広範囲な住民の参加

が望め、実施後は、「税金の使い方への関心度」や「行政や議会への関心度」などの意

識の変化が期待される。 

無作為抽出方式は、構想日本（民間シンクタンク）の支援によりこれまでに高松市、

門真市、奈良市、静岡県など 45 自治体以上で取り組まれている。 

※詳細は、別紙のとおり 

 

３ 個別施設計画策定スケジュール（予定） 

時期 項目 

9 月上旬 個別施設計画の原案策定 

10 月～ 無作為抽出による施設仕分け（仮称）準備 

・職員研修 

・無作為抽出による「仕分け人」選任作業 

・仕分け人研修 

・外部コーディネーター等による施設担当者からの施設

利用状況のヒアリング 

2 月（予定） 公共施設仕分け（仮称）の実施 

3 月（予定） 個別施設計画のパブリックコメント 

 

４ 今後の予定 

9 月議会にて必要となる経費を補正予算にて上程予定。 

（補正額：2,496 千円 内訳：委託料 2,150 千円、その他委員報酬等 346 千円） 

 

関連するその他の補正（△2,448 千円） 

・既存予算の請負差額による不要額の減額（△537 千円） 

・個別施設計画策定委託料について直営での策定とするため減額（△1,620 千円） 

・個別に施設のあり方意見聴取をするための経費の減額（△291 千円） 
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ふるさとハローワーク琴浦（仮称）の開設について 

 

総務課 

１ 事業概要 

鳥取労働局及びハローワーク倉吉と連携し、平成３１年１月（予定）に役場

本庁舎厚生棟１階にハローワークを常設します。 

就業に関する相談や事業所への紹介、最新の求人情報の提供など、職業相談・

職業紹介サービスを行います。（詳細については鳥取労働局と調整中） 

 

２ 事業効果、町との一体的実施 

 ・ 東伯郡西部における職業相談、職業紹介、職業訓練相談等の利便性向上が

図られるとともに、町内企業の求人について速やかな対応が図られます。 

・ 役場庁舎敷地内に設置することにより、障がい者・生活困窮者等の福祉に 

関するの就業をはじめ、女性、高齢者等、町の雇用に関する業務と連携を図

ることができます。 

・ ハローワークと町との一体的実施を行うため、今後、運営協議会を設置し 

ます。 

 

３ 開庁時間及び取扱業務（予定） 

  〇開庁時間：平日（月～金）８：３０～１７：１５ 

  〇業務内容 

・就職に関する相談・事業所への紹介 

   ・パソコンによる求人検索 ・最新の求人情報の提供 

   ・就職に関する各種情報の提供 ・求人の取り次ぎ など 

 

４ その他 

  ３名の職員が常駐予定です。 

  開設にかかる庁舎改修費、電気代などは鳥取労働局が負担します。 

  厚生棟多目的室の使用料は、琴浦町と労働局の連携事業のため無償です。 

  県内の同様施設は下記のとおりです。 

  ・鳥取県ふるさとハローワーク八頭（鳥取県八頭庁舎） 

  ・ふるさとハローワーク境港（境港市役所） 

 

厚生棟１階レイアウト 

 
 
 

多目的室 

出入口 
ハローワーク 

会議室 
会議室 

WC 

車庫 



東伯郡消防連合演習の実施について 

 

総務課 

 

１ 事業概要 

 琴浦町倉坂地内での林野火災を想定し、中部消防局員及び郡内各消防団員が

約１００名、消防ポンプ車１１台が出動し、各町消防団相互の連携と災害活動

技術の向上を図るため、訓練を実施します。 

 

２ 訓練想定 

  琴浦町倉坂地内の町道倉坂西峯線沿いで林野火災が同時多発的に発生。初

動の活動隊での延焼防止を図るが、強風により周囲に延焼拡大したため、各関

係機関へ応援要請を行い、消防活動を実施する。 

 

３ 訓練日時及び参加団体 

  〇日時：平成３０年８月２６日（日）午前１０時～正午 

  〇参加団体：琴浦町消防団３２名・ポンプ車５台（第４･５･８･９･10 分団） 

        北栄町消防団９名・ポンプ車１台（第１分団） 

        湯梨浜町消防団１４名・ポンプ車２台（第５･７分団） 

        三朝町消防団９名・小型動力１台（第６分団） 

        琴浦消防署１４名・ポンプ車１台 

        湯梨浜消防署１４名・ポンプ車１台 

        倉吉消防署４名 

 

４ 訓練配置図 


